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一
〇

規

則

　

手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号

　
　
　
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
附
則
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
同
条
例

第
二
条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
と
す
る
。

�

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
五
号

　
　
　
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
納
入
の
方
法
）

第
六
条　

手
数
料
条
例
第
五
条
の
別
に
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

現
金
に
よ
る
納
付

　

二�　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
納

付

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
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を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六七

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ　

Ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ　
ｖ
ｏ
ｌ
．
７
６

　

１
８
４
２
６－

０
９

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ
１
０
月
号

　

０
８
８
７
７－

１
０

コ
ミ
ッ
ク
艶　
ｖ
ｏ
ｌ
．
３
４

　

６
７
６
０
３－
５
６

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト　

Ｖ
ｏ

ｌ
．
１
１

　

６
８
５
５
０－

７
７

実
録
Ｊ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
Ｒ　

９
月
号

��

０
８
０
１
９－

０
９

実
話
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ａ
超
タ
ブ
ー　

２
０
２
４　

９
月
号

　

０
５
１
５
９－

０
９

実
話
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ａ
タ
ブ
ー　

２
０
２
４　

１
０
月
号

　

０
５
３
７
５－

１
０

株
式
会
社
秋
水
社

株
式
会
社
秋
水
社

株
式
会
社
リ
イ
ド
社

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

二　

指
定
理
由

　

�　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
四
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
五
か
ら
七
の
図
書
類
に

あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
か
つ
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
下
真
山
地
区
土
地

改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
大
崎
市
岩
出
山
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

　

県
営
嘉
太
神
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

富
谷
市
役
所
、
大
和
町
役
場
及
び
大
衡
村
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

藤
田
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
八
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

九
十
三
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
林
、
黒

崎
の
区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
林
百
七
十
三－

五

渡
辺　

豊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
大
久
保
百
八
十
八－

一

平
田　

順
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

九
十
七
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
本
浜
町

の
区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
新
井
田
三
十
四－

九
十

五行
場　

博
文

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
天
王
山
三
十
八－

百
三

十
八
久
保
田　

直
文

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
大
森
の

区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
新
井
田
三
十
四－

百
四

十
九
久
保
田　

俊
行

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字

桜
沢
二
百
二
十
五－

四

工
藤　

広
樹

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
一
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
沼
田
百
二
十
七－

一

佐
々
木　

昇
記

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
袖
浜
百
四
十
七－

十
一

佐
々
木　

重
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

九
人
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川
支
所
の
地
区

の
う
ち
袖
浜
の

区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
平
磯
、

深
田
の
区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
新
井
田
百
六
十
六－

三

十
三
町
営
復
興
住
宅
三
十

号菅
原　

洋
司

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
袖
浜
二
百
五
十
七－

二

菅
原　

次
安

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
十
六
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

小
細
谷
六
十
二
番
地
十

阿
部　

徳
治

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

小
細
谷
六
十
六
番
地
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

二
人

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
長
清
水

の
区
域

佐
々
木　

誠

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
十
七
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
藤
浜
の

区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

藤
浜
百
九
十
二

後
藤　

春
二

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

藤
浜
百
四
十
九－

八

後
藤　

昭
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数
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宮
城
県
第

百
十
八
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
滝
浜
、

若
宮
、
近
東
の

区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

滝
浜
百
十
五－

一

佐
藤　

徳
吉

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

若
宮
九－

二

後
藤　

清
広

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
十
九
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
津
の
宮

の
区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

津
の
宮
二
十－

二

佐
々
木　

幸
一

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

津
の
宮
八
十
四

澤
田　

健
治

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

六
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
原
の
区

域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

原
六
十
一－

二

佐
々
木　

義
春

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

合
羽
沢
十
一－

七

佐
々
木　

正
喜

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
二

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
戸
倉
の

区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

戸
倉
三
十
二－

八

三
浦　

孝
幸

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

波
伝
谷
百
八
十
六－

五

後
藤　

新
太
郎

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定



第535号　令和６年９月13日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
三

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
波
伝

谷
、
底
土
の
区

域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

戸
倉
三
十
四－

一

三
浦　

俊
喜

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

波
伝
谷
百
八
十
六－

十
四

菅
原　

幹
生

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
五

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
上
沢

前
、
中
芝
の
区

域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

沖
田
五
十
三－

八
十
七

小
野
寺　

克
彦

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

上
沢
前
百
四
十
六－

一

小
野
寺　

敏
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
七

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
水
戸
辺

の
区
域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

西
入
四
十
八
番
地
一

菅
原　

博
文

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

沖
田
五
十
三－

九
十
八

村
岡　

賢
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
二
十
九

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
西
入
、

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

西
入
三
十
一－

三

松
岡　

孝
一

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

小
浜
六
十
三

村
松　

高
明

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人
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沖
田
、
小
涼
の

区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
三
十
二

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
長
須

賀
、
須
賀
、
転

石
、
川
向
の
区

域

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

沖
田
五
十
三－

七
十
六

松
岡　

一
徳

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

沖
田
五
十
三－

六
十
五

阿
部　

勝

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
六
十
四

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

令
和
六
年
八
月

二
十
八
日

石
巻
市
給
分
浜
大
房
二
番

地
十
六

遊
佐　

智
規

石
巻
市
給
分
浜
羽
黒
下
三

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

十
人

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
表
浜

支
所
の
地
区
の

う
ち
給
分
浜
の

区
域

番
地
八

安
藤　

順
一

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
六
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
仙
台
市
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

払
川
町
向
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
払
川
八
九
番
二
地
先
か

ら同
郡
同
町
歌
津
字
払
川
八
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
四
～

�

五
八
・
三

�

一
三
五
・
七

後

　

五
・
四
～

�

四
八
・
一

�

一
三
五
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

志
津
川
登
米

線

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
北
沢
山
無
番
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
中
山
二
九
六
番
一
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

九
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

払
川
町
向
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
払
川
八
七
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
払
川
八
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

九
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

（
令
和
元
年
十
月
一
日
宮
城
県
告
示
第
八
百
号
）
の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
第
七
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

新
道
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
衡
村
松
の
平
３
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
鶴
田
川
沿
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

稲　
　

村　
　
　
　
　

伸　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
六
年
九
月
三
日

千　

葉　
　
　

榮

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
内
ノ
浦
八
百
十
五

番
地
四

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

林　
　
　

裕　

志

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

鈴　

木　

史　

人

大
崎
市
鹿
島
台
深
谷
字
藤
坊
十
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

佐
々
木　

清　

隆

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
土
手
崎
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

只　

木　

　

宮
城
郡
松
島
町
幡
谷
字
検
行
十
八
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

赤　

間　

正　

弘

黒
川
郡
大
郷
町
中
村
字
屋
鋪
五
十
二
番
地

の
三

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

伊　

藤　

政　

子

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
大
山
五
十
三
番
地

六

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

平　

井　

純　

夫

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
川
原
前
七
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

千　

葉　

早　

苗

黒
川
郡
大
郷
町
味
明
字
田
布
施
三
十
八
番

地

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

山　

口　

文　

博

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
下
志
田
七
百
番
地

二

理　

事

令
和
六
年
九
月
三
日

武　

田　
　
　

智

黒
川
郡
大
郷
町
山
崎
字
長
坂
畑
六
番
地
の

一

理　

事

令
和
六
年
十
月
四
日

佐　

藤　

政　

重

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
六
十
二
番
屋
敷
二

十
二
番
地
五

監　

事

令
和
六
年
十
月
四
日

菊　

地　

正　

美

宮
城
郡
松
島
町
竹
谷
字
後
蒲
三
十
九
番
地

監　

事

令
和
六
年
十
月
四
日

高　

橋　

賢　

一

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
日
向
二
十
五
番
地

の
八

監　

事
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二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
六
年
九
月
二
日

千　

葉　
　
　

榮

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
内
ノ
浦
八
百
十
五

番
地
四

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

林　
　
　

裕　

志

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

鈴　

木　

史　

人

大
崎
市
鹿
島
台
深
谷
字
藤
坊
十
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

佐
々
木　

清　

隆

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
土
手
崎
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

只　

木　

　

宮
城
郡
松
島
町
幡
谷
字
検
行
十
八
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

山　

口　

文　

博

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
下
志
田
七
百
番
地

二

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

斎　

藤　

頼　

雄

黒
川
郡
大
郷
町
土
橋
字
宮
林
畑
四
十
一
番

地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

蜂　

屋　

文　

雄

黒
川
郡
大
郷
町
羽
生
字
長
根
二
十
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
九
月
二
日

佐　

藤　

千
加
雄

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
法
堂
撫
山
宅
地

二
十
九
番
地
の
一

理　

事

令
和
六
年
十
月
三
日

佐　

藤　

政　

重

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
六
十
二
番
屋
敷
二

十
二
番
地
五

監　

事

令
和
六
年
十
月
三
日

菊　

地　

正　

美

宮
城
郡
松
島
町
竹
谷
字
後
蒲
三
十
九
番
地

監　

事

令
和
六
年
十
月
三
日

高　

橋　

賢　

一

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
日
向
二
十
五
番
地

の
八

監　

事

公

告

〇
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
が
完
了
し
た
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

開
発
区
域

　
　

黒
川
郡
大
衡
村
松
の
平
三
丁
目
一
番
二
十
二　

外
六
筆

　
　

面
積　

四
十
五
万
千
三
百
三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　
　

宮
城
県
土
地
開
発
公
社　

理
事
長　

山
本　

雅
伸

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
矢
本
字
裏
町
五
十
五
番
一
、
五
十
四
番
三
、

五
十
三
番
十

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

石
巻
市
中
里
六
丁
目
十
四
番
二
十
四
号

�

株
式
会
社
ピ
ノ
キ
オ
ホ
ー
ム　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
号

　

令
和
六
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
〇
二
一

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
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三
三
七
、
六
三
〇

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

八
三
、
二
一
五　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
〇
五
一

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
〇
六
一　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
〇
、
九
三
四

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
九
、
〇
八
〇　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
七
、
八
五
七

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
五
、
八
八
九　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
〇
、
八
三
八

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
二
四
六　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
五
、
〇
五
二

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
〇
、
一
四
八　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
五
〇
一

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
四
、
九
三
六　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
三
五
一

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
〇
、
一
四
一　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
二
、
八
一
五

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
二
、
五
六
一　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
七
三
三

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
八
六
二　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

七
、
九
二
一

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
二
〇
七　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
〇
、
八
九
六

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
三
九
一

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
一
号

　

令
和
六
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　

三
三
七
、
六
三
〇

公
安
委
員
会

　
目
次
中
「
第
18条

－
第
20条
」
を
「
第
18条

－
第
21条
」
に
、「
第
21条

－
第
25条
」
を
「
第
22条

－
第
26条
」
に

改
め
る
。

　
第
25条
を
第
26条
と
す
る
。

　
第
24条
中
「
別
記
様
式
第
30号
」
を
「
別
記
様
式
第
33号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
25条
と
す
る
。

　
第
23条

中
「
別
記
様
式
第
28号
」
を
「
別
記
様
式
第
31号
」
に
、「
別
記
様
式
第
29号
」
を
「
別
記
様
式
第
32号
」

に
改
め
、
同
条
を
第
24条
と
す
る
。

　
第
22条
中
「
別
記
様
式
第
27号
」
を
「
別
記
様
式
第
30号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
23条
と
す
る
。

　
第
21条
中
「
別
記
様
式
第
26号
」
を
「
別
記
様
式
第
29号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
22条
と
す
る
。

　
第
５
章
中
第
20条
を
第
21条
と
し
、
第
19条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

　
（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
兼
任
）

第
�20条
　
施
行
規
則
第
60条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
２
以
上
の
基
地
局
に
お
い
て
１
人
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者

を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第

26号
）
を
当
該
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
�　
前
項
の
承
認
を
行
う
と
き
は
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
承
認
通
知
書
（
別
記
様
式
第
27号
）
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３
�　
第
１
項
の
承
認
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
不
承
認
通
知
書
（
別
記
様
式
第
28号
）
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
10号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
13号

　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
９
月
13日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

　
　
　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
記
様
式
第
10号
（
第
12条
関
係
）

警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
住
　
　
所

　
氏
　
　
名

　
生
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
の
間
（
　
　
年
　
　
月
間
）

　
上
記
の
者
が
、
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
現
在
ま
で
の
間
（
　
　
年
　
　
月
間
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
事
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
警
備
業
務
に
　
　
　
従
事
し
て
い
る
　
　
　
こ
と
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　

　
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

　
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

　
認
定
を
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
安
委
員
会

　
認
定
の
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
備
考

　
　
１
　
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
18号
中
、

「

年
　
　
月
　
　
日
　
　
」

を「
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

年
　
　
月
　
　
日
　
　
」

に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
30号
中
「
第
24条
」
を
「
第
25条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
33号
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
29号
中
「
第
23条
」
を
「
第
24条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
32号
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
28号
中
「
第
23条
」
を
「
第
24条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
31号
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
27号
中
「
第
22条
」
を
「
第
23条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
30号
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
26号
中
「
第
21条
」
を
「
第
22条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
29号
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
25号
の
次
に
次
の
３
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
2６号
（
第
20条
関
係
）

※
受
理
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日

※
受
理
番
号

機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
承
認
申
請
書

�
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

�
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
警
備
業
法
施
行
規
則
第
60条
の
規
定
に
よ
り
機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
の
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

認
定

の
番

号
公
安
委
員
会
第
　
　
　
　
　
　
号

専
任

の

基
地

局

名
称

所
在

地

兼
任
し
よ
う
と

す
る
基
地
局

名
称

所
在

地

申
請
事
由

　
備
考

　
　
１
　
※
印
の
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

　
　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
2７号
（
第
20条
関
係
）機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
承
認
通
知
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印
　
　

　
下
記
の
営
業
所
に
対
し
て
、
警
備
業
法
施
行
規
則
第
60条
の
規
定
に
よ
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
兼
任
を
承
認

し
た
の
で
通
知
す
る
。

認
定

の
番

号
公
安
委
員
会
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

機
械
警
備
業

務
管
理
者

住
所

氏
名

資
格
者
証

交
付
公
安
委
員
会

交
付
年
月
日
番

号

公
安
委
員
会

年
　
月
　
日

専
任

の

基
地

局

所
在
地

名
称

兼
任
し
よ
う
と

す
る
基
地
局

所
在
地

名
称

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
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別
記
様
式
第
28号
（
第
20条
関
係
）機
械
警
備
業
務
管
理
者
兼
任
不
承
認
通
知
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印
　
　

　
次
の
営
業
所
に
対
し
て
、
警
備
業
法
施
行
規
則
第
60条
の
規
定
に
よ
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
兼
任
を
承
認
し

な
い
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

認
定

の
番

号
公
安
委
員
会
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

機
械
警
備
業

務
管
理
者

住
所

氏
名

資
格
者
証

交
付
公
安
委
員
会

交
付
年
月
日
番

号

公
安
委
員
会

年
　
月
　
日

専
任

の

基
地

局

所
在
地

名
称

兼
任
し
よ
う
と

す
る
基
地
局

所
在
地

名
称

理
　
由

備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

１
�　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以

内
に
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
宮

城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。）、
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。
た
だ
し
、
上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当

該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消

し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。）。
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


